
４－１　審議会等委員への女性登用の目標（都道府県・政令指定都市）
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北 海 道 2027年度まで40% 228 186 2,023 714 35.3 2024年4月1日

青 森 県 2026年度末までに40%以上60%以下 62 58 941 298 31.7 2024年4月1日

岩 手 県
2020年度まで40%
2020年までに40%まで上昇させ､それ以降は維持していくことを目指す

92 91 1,511 580 38.4 2024年4月1日

宮 城 県 2025年度まで45% 114 108 1,336 513 38.4 2024年4月1日

秋 田 県 2025年度まで40% 74 68 879 301 34.2 2024年4月1日

山 形 県 2025年度時点50%程度を維持 95 95 1,174 612 52.1 2024年3月31日

福 島 県 2030年度まで40% 83 81 1,322 513 38.8 2024年4月1日

茨 城 県
2025年度まで50%

65 64 1,253 556 44.4 2024年3月31日

栃 木 県 2025年度まで40% 68 68 1,088 395 36.3 2024年4月1日

群 馬 県
2025年度までに45%以上(構成員の男女比については均衡を要する)

90 85 964 407 42.2 2024年4月1日

埼 玉 県 2026年度まで42% 81 80 1,471 662 45.0 2024年4月1日

千 葉 県 2026年度まで40% 113 111 1,680 526 31.3 2024年4月1日

東 京 都 40%以上の状態を継続(2030年度まで) 230 230 2,356 1,111 47.2 2024年4月1日

神 奈 川 県
2027年度まで
かながわ男女共同参画推進ﾌﾟﾗﾝ(第5次)策定当初は､｢40%を超えること(2023)｣としていたが､
2024年3月に44.3%(2027)と目標値を改めた｡

112 112 1,480 627 42.4 2024年3月31日

新 潟 県 2026年度以降40%以上 72 72 1,275 494 38.7 2024年6月1日

富 山 県 2026年度まで40%以上60%以下 91 87 1,577 567 36.0 2024年4月1日

石 川 県 2030年度まで50% 93 93 1,239 547 44.1 2024年6月1日

福 井 県 2026年度まで50%または40%以上の審議会を90% 105 104 1,164 535 46.0 2024年4月1日

山 梨 県 2026年度まで40% 70 64 808 267 33.0 2024年4月1日

長 野 県
①県の審議会等委員の女性割合の維持:40%以上60%以下
　(2021年度～2025年度)
②女性委員の占める割合が20%未満の県の審議会等数:ｾﾞﾛ(2025年度)

100 97 1,515 550 36.3 2024年4月1日

岐 阜 県
女性委員の参画率が40～60%までである審議会等の割合を2028年度までに90%

85 85 1,160 531 45.8 2024年4月1日

静 岡 県
2025年度まで90%
女性比率40%以上の審議会の割合を90%以上

78 77 1,223 510 41.7 2024年6月1日

愛 知 県 2025年度まで40%以上60%以下 67 67 1,189 420 35.3 2024年4月1日

三 重 県
2025年度まで70%
･女性委員の割合が委員総数の40%以上､60%以下となる構成の附属機関の数が､全附属機関
の70.7%となるこ と｡ ･全附属機関における女性委員の割合を40%とする｡

104 101 1,360 447 32.9 2024年4月1日

滋 賀 県 毎年40%以上60%以下､女性委員が30%未満の附属機関が0(2025年度) 97 97 1,404 619 44.1 2024年4月1日

京 都 府 2025年度まで40% 112 111 1,856 647 34.9 2024年4月1日

大 阪 府 40%以上60%以下 156 146 3,994 1,223 30.6 2024年4月1日

兵 庫 県 2025年度まで40% 63 63 1,468 497 33.9 2024年9月1日

奈 良 県 2025年度まで40% 136 128 1,261 411 32.6 2024年4月1日

和 歌 山 県 2026年度まで40% 102 94 1,206 424 35.2 2024年6月1日

鳥 取 県 40%以上 60 59 874 387 44.3 2024年4月1日

島 根 県 2026年度まで50% 102 102 1,488 709 47.6 2024年4月1日

岡 山 県 2025年度まで40% 71 69 1,276 442 34.6 2024年4月1日

広 島 県 2025年度まで40% 94 94 1,170 432 36.9 2024年4月1日

山 口 県 現状の水準(2020年:46.5%)を維持 61 60 649 292 45.0 2024年4月1日

徳 島 県 2026年度まで57% 85 84 1,336 728 54.5 2024年4月1日

香 川 県 2025年度まで40% 61 61 854 334 39.1 2024年3月31日

愛 媛 県 2030年度まで45% 148 143 1,500 585 39.0 2024年4月1日

高 知 県 2025年度まで50% 168 155 1,902 679 35.7 2024年5月1日

福 岡 県 2025年度まで42% 86 86 1,215 514 42.3 2024年4月1日

佐 賀 県 2025年度まで40% 96 94 1,340 530 39.6 2024年4月1日

長 崎 県 2025年度まで40%以上60%以下 59 58 1,034 377 36.5 2024年4月1日

熊 本 県 2025年度まで40% 124 123 1,828 724 39.6 2024年3月31日

大 分 県 2025年度まで40% 102 102 1,931 807 41.8 2024年4月1日

宮 崎 県 2026年度まで50% 86 86 1,328 579 43.6 2024年3月31日

鹿 児 島 県 2027年度までに40%以上60%以下 90 89 1,709 712 41.7 2024年3月31日

沖 縄 県 2026年度まで40% 154 144 1,837 640 34.8 2024年4月1日

計 4,685 4,532 66,448 25,975 39.1
札 幌 市 2027年度まで40% 85 84 1,655 551 33.3 2024年3月31日

仙 台 市 2025年度末まで40%以上 132 131 1,915 713 37.2 2024年3月31日

さ い た ま 市 2028年度まで42% 157 152 2,170 766 35.3 2024年3月31日

千 葉 市 2027年度までに40%以上60%以下 105 104 1,504 512 34.0 2024年4月1日

横 浜 市
2025年度まで
女性割合40%未満の附属機関数30機関(3人以下の附属機関除く)

187 186 2,551 1,062 41.6 2024年4月1日

川 崎 市 2025年度まで40% 277 257 4,028 1,379 34.2 2024年6月1日

相 模 原 市 2027年度まで40% 156 135 2,207 809 36.7 2024年3月31日

新 潟 市 2025年度まで45% 172 171 2,524 1,080 42.8 2023年7月1日

静 岡 市 2030年度まで40% 131 118 1,625 502 30.9 2024年4月1日

浜 松 市 2024年度まで35% 65 59 2,143 762 35.6 2023年8月1日

名 古 屋 市 2025年度まで40%以上60%以下 93 91 1,976 708 35.8 2024年4月1日

京 都 市
2025年度まで35%
附属機関等のうち､男女いずれの登用率も35%以上である附属機関等の割合70%

208 208 3,334 1,185 35.5 2024年3月31日

大 阪 市 2025年度まで40% 102 99 2,903 1,063 36.6 2024年4月1日

堺 市 2026年度まで45% 77 76 1,354 595 43.9 2024年4月1日

神 戸 市 2025年度まで40%神戸市男女共同参画参画計画 155 142 2,592 750 28.9 2024年3月31日

岡 山 市 男女いずれか一方の委員の総数が10分の4未満にならないように選任しなければならない｡ 67 67 1,191 535 44.9 2024年4月1日

広 島 市
2025年度まで40%
審議会委員における女性の割合を増やす

69 67 1,198 377 31.5 2024年4月1日

福 岡 市 2025年度まで40% 48 48 822 328 39.9 2024年8月1日

北 九 州 市 市付属機関等における女性委員の比率:50%維持(令和10年度まで) 83 83 1,439 739 51.4 2024年6月1日

熊 本 市 2028年度まで40%～60% 166 139 2,275 709 31.2 2024年3月31日

計 2,535 2,417 41,406 15,125 36.5

合 計 7,220 6,949 107,854 41,100 38.1
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